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事務事業名 社会教育事業の実施

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課

事業概要

社会的要請課題（デジタルデバイド解消など）を重点テーマとして、学習の機会の提供を
図ります。事業の実施にあたっては、各公民館をはじめとした各社会教育施設及び庁内各
課と積極的に連携することにより、内容の充実を図ります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

講座等の開催 市民等向け研修・講座

9月
10
月

11
月

事業計画作成 事務作業全般
庁内関係各課との調整 庁内調整・会議

ホームページ・SNSによる情報の発信 周知・広報
次年度事業の検討 検討



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋

・教育基本法
(家庭教育)
第十条　父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、
生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれ
た発達を図るよう努めるものとする。
２　国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会
及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければ
ならない。
(社会教育)
第十二条　個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方
公共団体によって奨励されなければならない。
２　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校
の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に
努めなければならない。

・社会教育法
(国及び地方公共団体の任務)
第三条　国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育
の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法によ
り、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化
的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
(市町村の教育委員会の事務)
第五条　市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方
の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
六　講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの
奨励に関すること。
七　家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭
教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。
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事務事業名 社会教育関係人材の研修事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課

事業概要

社会教育関係職員、附属機関委員（公民館運営審議会委員・社会教育委員）、社会教育関
係団体（市ＰＴＡ連絡協議会）など、社会教育を担う人材を対象に研修（社会教育の基礎
研修など）を実施します。また、社会教育関係職員について、国や県で実施する研修への
参加を進めます。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

附属機関委員及び社会教育関係団体研修実施 市民等向け研修・講座

9月
10
月

11
月

研修企画 事務作業全般
社会教育関係職員研修の実施 職員向け研修

次年度研修検討 検討



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会教育法
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条　文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対
し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事務事業名 社会教育委員に関する事務

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課

事業概要

附属機関である「社会教育委員の会議」を開催しながら、社会教育に関する調査研究を進
め、提言又は教育委員会からの諮問に対する答申を作成します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

会議開催準備等事務 事務作業全般

9月
10
月

11
月

定例会 審議会
答申作成に係る起草委員会 庁外調整・会議

答申発行・関係機関送付事務 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市社会教育委員条例
(設置)
第1条　社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基
づき、茅ヶ崎市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

・社会教育法
(社会教育委員の設置)
第十五条　都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
２　社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
（社会教育委員の職務)
第十七条　社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行
う。
一　社会教育に関する諸計画を立案すること。
二　定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べる
こと。
三　前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
２　社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることがで
きる。
３　市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関
する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言
と指導を与えることができる。
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事務事業名 社会教育関係団体への支援

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課

事業概要

社会教育関係団体（市ＰＴＡ連絡協議会・市地域婦人団体連絡協議会）からの求めに応じ
て定例会議等に参加し、助言を行うなど、団体の活動を支援します。
社会教育関係団体や学習グループに名義後援や会場使用料の減額に関する手続きを行うこ
とにより、活動を支援します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

名義後援・減額に関する手続き 事務作業全般

9月
10
月

11
月

定例会議の出席 庁外調整・会議
研修会の実施 市民等向け研修・講座



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会教育法
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第十一条　文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対
し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。
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事務事業名 社会教育に関する研究

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課

事業概要

社会教育主事が中心となり組織された社会教育主事会（調査・研究の成果が、公民館等の
運営や主催事業に反映でき、本市社会教育をより効果的に推進することを目的として活
動）を中心に、公民館長会議と連携しながら、社会教育に関する調査・研究を進め、報告
書を作成します。
また、社会教育関係職員研修について、企画・立案を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

社会教育関係職員研修の企画・立案 検討

9月
10
月

11
月

社会教育主事会の開催 庁内調整・会議
報告書の作成 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・社会教育法
(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
第九条の二　都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
２　都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。
(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
第九条の三　社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。
ただし、命令及び監督をしてはならない。
２　社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教
育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
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調査に伴う出土資料の整理 現場調査・訪問
調査に伴う報告書等の作成 現場調査・訪問
調査に伴う経費の処理 伝票処理・契約事務

試掘・確認調査等発掘調査の実施 現場調査・訪問

9月
10
月

11
月

窓口等照会対応 相談・問合せ対応
発掘の届出等の受付・処理 申請等受付

事業概要

茅ヶ崎市内に200ヶ所以上存在する埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の保存のため、埋蔵文化財
に影響を及ぼす開発行為等への指導助言を行うとともに、必要な調査を行い記録を残すこ
とで、工事等で損なわれてしまう埋蔵文化財を次世代に継承します。
遺跡内で計画された開発行為等の事業について、届出を基に埋蔵文化財への影響を判断
し、適切に文化財が守られるよう記録保存のための調査や事業計画の修正などを指導助言
を行います。また、埋蔵文化財への影響を判断するために必要な場合、事前に試掘確認調
査などを行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

事務事業名 開発に伴う埋蔵文化財の保護指導

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・文化財保護法
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠
くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであること
を認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底
に努めなければならない。
（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）
第九十二条　土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、そ
の調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面を
もつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならな
い。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）
第九十三条　土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文
化財を包蔵する土地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」とい
う。）を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、
同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
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調査に伴う経費の処理 伝票処理・契約事務

史跡の追加指定 現場調査・訪問
史跡指定地の公有地化 現場調査・訪問
調査に伴う報告書等の作成 現場調査・訪問

公開普及用資料の作成 周知・広報
史跡内市有地の管理 事務作業全般
審議会部会の実施 審議会

出土資料の整理 現場調査・訪問

9月
10
月

11
月

窓口等照会対応 相談・問合せ対応
史跡の調査研究 現場調査・訪問

事業概要

平成27年3月に指定を受けた「国指定史跡下寺尾官衙遺跡群」、および平成31年2月に指定
を受けた「国指定史跡下寺尾西方遺跡」を次世代に継承するとともに史跡の価値を広く市
民に周知するため、史跡整備に向けて出土資料の整理を行いながら、調査研究を行いま
す。史跡の保存のため、地権者の方の同意を得られた土地を対象に史跡の追加指定や指定
地の公有地化を必要に応じて行います。また、公有地化した土地の維持管理を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

事務事業名 下寺尾遺跡群保存整備事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・文化財保護法
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠
くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであること
を認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底
に努めなければならない。
（指定）
第百九条　文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物（以下
「史跡名勝天然記念物」と総称する。）に指定することができる。
（管理団体による管理及び復旧）
第百十三条　史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所
有者若しくは第百十九条第二項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管
理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適
当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な
管理及び復旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当
該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。）を
行わせることができる。
（管理団体による管理及び復旧）
第百十八条　管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項及び第三十三条の規
定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体
が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。
（所有者の管理義務及び管理責任者）
第三十一条　重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及
び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。
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市民ボランティアとの調整 庁外調整・会議
振り返りと次年度準備 検討

庁内関係課との調整 庁内調整・会議

9月
10
月

11
月

講座等の開催 市民等向け研修・講座
ホームページ等による情報の発信 周知・広報

事業概要

地域の連帯意識の希薄化、身近な自然に接する機会の減少といった現代の都市課題に対し
て、地域の文化・歴史・自然など有形・無形のまちの宝ものである「都市資源」の保全・
活用を進めながら都市資源を題材とした市民向け講座等を開催し、参加者が地域の都市資
源を再発見するとともに参加者同士のつながりを育む機会を提供します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

事務事業名 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋
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審議会の実施 審議会
事業に伴う経費の処理 伝票処理・契約事務

郷土芸能大会の実施 イベント開催
文化財防火訓練の実施 イベント開催
関係部署との情報交換 庁内調整・会議

文化財講演会の実施 市民等向け研修・講座

9月
10
月

11
月

文化財所有者等からの相談への対応 相談・問合せ対応
市内文化財パトロール 現場調査・訪問

事業概要

市内に所在する指定文化財・登録有形文化財の保存・維持管理が円滑に行われるように、
関係部局での情報の共有化を図り、問題の解決のため対応します。また、所有者の方々な
どからの相談や有識者による情報提供等により保護していくべき文化財が発見された場合
は、文化財の価値について資料研究等を通じて調査し、保護の必要性の高いものから市指
定文化財の指定等に向けた調整を進めます。また、文化財保護の普及啓発のため、文化財
講演会を実施し地域の文化財の周知を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

事務事業名 文化財保護管理活用事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・文化財保護法
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠
くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであること
を認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底
に努めなければならない。
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文化財収蔵施設等の維持管理 事務作業全般
他自治体展示会等への資料貸出 周知・広報

9月
10
月

11
月

埋蔵文化財遺跡調査発表展示会の実施 イベント開催
講師派遣 市民等向け研修・講座

事業概要

埋蔵文化財の保護意識を普及啓発するため、埋蔵文化財の調査研究を基にした活用事業等
を行います。また、前年度に市内で行われた発掘調査を対象とした調査成果の発表会およ
び出土資料等の展示会を実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12
月

1月 2月

事務事業名 埋蔵文化財保護管理活用事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 社会教育課



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・文化財保護法
(政府及び地方公共団体の任務)
第三条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠
くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであること
を認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底
に努めなければならない。
（埋蔵文化財包蔵地の周知）
第九十五条　国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その
他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
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